
今
回
、
親
子
三
代
で
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。映

画
を
見
た
感
想
を
聞

く
と
、
子
供
達
は
「
次
々

と
人
が
死
ん
で
い
く
こ
と

が
怖
か
っ
た
」
と
、
娘
は

「
母
親
が
屋
根
の
板
を
手

か
ら
血
を
流
し
な
が
ら
必

死
に
は
が
し
、
子
供
た
ち

を
助
け
出
す
姿
が
印
象
に

残
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。

医
者
か
ら
見
た
原
爆
。

医
者
に
掛
か
れ
た
（
見
て

も
ら
え
た
）
人
は
ま
だ
幸

せ
だ
っ
た
の
で
は
と
思
い

ま
し
た
。
長
崎
の
原
子
爆

弾
は
広
島
型
の
１
.3
倍
の

威
力
で
、
広
島
よ
り
も
長

崎
の
方
が
強
力
だ
っ
た
ん

だ
と
の
こ
と
で
し
た
。
ど

う
し
た
ら
核
が
世
界
か
ら

無
く
な
る
の
で
し
ょ
う
。

【
婦
人
部
長
・
高
陽
支
部

樫
本

美
智
子
さ
ん
】

一
番
前
で
観
て
い
た
の

で
す
が
、
原
爆
投
下
の
爆

風
の
時
は
、
こ
こ
ま
で
風

が
届
い
た
か
の
よ
う
な
錯

覚
に
陥
り
ま
し
た
。

自
分
や
家
族
の
体
験
な

ど
の
思
い
も
あ
り
涙
が
出

て
き
ま
し
た
。

【
北
広
島
支
部

原

繁
子
さ
ん
】

最
初
は
悲
し
い
ば
か
り

の
映
画
か
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
た
く
さ
ん
人
が
亡

く
な
り
、
怖
い
し
悲
し
い

ん
で
す
け
ど
、
当
時
そ
の

場
に
い
た
人
た
ち
は
、

「
何
で
人
が
死
ん
で
い
く

ん
だ
ろ
う
」
、
「
ど
う
し

て
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
た

ん
だ
ろ
う
」
と
怖
く
不
安

な
気
持
ち
だ
っ
た
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

今
の
私
た
ち
は
原
爆
の

事
を
勉
強
し
て
怖
さ
が
分

か
っ
て
い
る
の
で
、
当
時

使
っ
た
人
た
ち
も
、
今
も

使
お
う
と
思
っ
て
い
る
人

た
ち
も
、
「
馬
鹿
だ
な
。

何
で
分
か
ら
な
い
の
か
」

と
思
い
ま
し
た
。

【
相
田
・
西
支
部

新
藤

直
子
さ
ん
】

私
た
ち
は
広
島
で
、
映

画
で
も
表
現
で
き
な
い
程

の
悲
惨
な
光
景
を
見
て
き

ま
し
た
が
、
当
時
は
怪
我

を
し
て
い
な
く
て
も
訳
も

わ
か
ら
ず
死
ん
で
い
く
と

い
う
原
爆
の
怖
さ
。
教
会

だ
っ
た
所
が
病
院
に
な
り
、

薬
が
な
い
状
態
で
も
奮
闘

す
る
医
師
た
ち
。
つ
ら
さ

を
分
か
っ
て
い
る
広
島
人

だ
か
ら
こ
そ
理
解
が
で
き

る
も
の
が
あ
る
と
も
思
い

ま
し
た
。

【
高
陽
支
部

山
田

照
美
さ
ん
】
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融資、多重債務・サラ金、滞納の
ご相談は

『陽気な道場』へ
毎週木曜日 夜７時から

法人の会員さんも一緒に税金学習を

『法人学習会』
毎月第４火曜日 昼１時３０分と夜７時

『税務調査の対策会議』は随時開催します!!

婦
人
部
平
和
学
習
「
映
画
上
映
会
」

感
想
（
続
き
）

三世代の参加で平和

について考えました

◎
22
日
（
月
）

・
三
役
会

◎
23
日
（
火
）

・
北
税
務
署
交
渉

・
き
た
み
ん
カ
フ
ェ

・
領
収
書
整
理
会

・
法
人
学
習
会

昼
＆
夜

◎
24
日
（
水
）

・
納
税
者
の
擁
護
・
発

展
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

・
無
料
法
律
相
談

昼
２
時

要
予
約

◎
25
日
（
木
）

・
陽
気
な
道
場

◎
26
日
（
金
）

・
共
済
会
理
事
会

に
っ
て
い

イ
ン
ボ
イ
ス
申
請
・
学
習
会
の
受
付

５
月
の
日
程

・
22
日
（
月
）
午
前
10
時
30
分
。
午
後
２
時
。

・
29
日
（
月
）
午
前
10
時
30
分
。
午
後
２
時
。

※
各
回
先
着
４
～
５
組
程
度
。
要
予
約
で
す
。

過
去
２
年
分
の
収
支
計
算
書
、
消
費
税
申
告
書

（
課
税
業
者
の
方
）
も
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

取
引
状
況
や
課
税
状
況
に
よ
っ
て
対
応
が
変
わ
り

ま
す
。
申
請
あ
り
き
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
事
務
負

担
・
税
負
担
も
含
め
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

税
務
署
交
渉

５
月
23
日
（
火
）

10
時
30
分

税
務
相
談
停
止
命
令
、
イ
ン
ボ
イ
ス
・
電
子
帳
簿
保
存

法
、
税
務
調
査
や
徴
収
、
納
税
者
の
権
利
を
守
る
税
務

行
政
へ
の
改
善
を
求
め
ま
す
。

人
数
の
関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
加
を
希
望
さ
れ

る
方
は
事
前
に
民
商
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「自主申告運動の擁護・発展をめざす」シンポジウム

５月２４日（水） 昼２時３０分～４時３０分

広島北民商事務所３階会議室で、オンライン参加します

３月２８日、税務相談停止命令制度を盛り込んだ税理士法の改正法案が自民・公明などの賛成多数で成立しました。

管理・監督と厳罰化の度合いを強め、強権化する税務行政を納税者が主人公の税務行政へと転換するべく、納税者

権利憲章の制定と、組織弾圧にも悪用されてきた税理士法の改正（とりわけ、税理士の独占業務とされている、税務

相談と税務書類作成の有償独占化）が求められる情勢です。

そこで、①自主申告運動に磨きをかけ、人権を脅かす税務行政とたたかうことの重要性、②納税者権利憲章制定と

税理士法改正に向けてどう取り組むか―を明らかにするシンポジウムをオンラインで開催します。誘い合わせてご視

聴ください。

主催 自主申告運動の擁護・発展をめざす懇談会（全商連も加盟）


